
 
 
三田市告示第５１号 
 
 
 
 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 243 条の 2 に規定する指定公金事務取扱者を指定
したので、同条第 2 項の規定により告示する。 
 
 
 
 
 

令和８年 4 月 1 日 
 
 
 

                      三田市長 田村 克也 
 
 
 
１ 指定公金事務取扱者の名称及び所在地  

    名 称：公益財団法人兵庫県予防医学協会 
    所在地：兵庫県神戸市灘区岩屋北町一丁目８番１号 
 
 
 
 

２ 指定公金事務取扱者が行う公金事務 
大腸がん検診【郵送方式】（単価契約）業務委託における自己負担額の収納事務 

 
 
 
 

３ 指定期間 
    令和８年 4 月 1 日から令和９年 3 月 31 日まで 
 


